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規

則

　

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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三
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二
月
十
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県
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井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
号

　
　
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
八
条
中
「
附
則
第
八
条
の
二
」
を
「
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「認

定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証

」
の
下
に
「（届

出
事
項
１
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

）」

を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
十
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
十
号
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

母
体
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
号

　
　
　
母
体
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
体
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
母
体
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
母
体
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

東
小
松
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
二
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
唐
桑
支

所
の
地
区
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
三
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
唐
桑
町
松
圃
百

四
十
五

男
乕　

毅

気
仙
沼
市
唐
桑
町
上
小
鯖

五
十－

五

三
浦　

理
市

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

九
人

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
気
仙
沼

地
区
支
所

の
地
区
の

う
ち
鹿
折

の
区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
三
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
大
浦
二
十
九－

四
十

小
野
寺　

俊
光

気
仙
沼
市
新
田
五－

四

小
野
寺　

智
行

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

四
人

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
気
仙
沼

地
区
支
所

の
地
区
の

う
ち
階
上

の
区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
三
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
長
磯
下
原
二
十

五－

十
五

尾
形　

広
人

気
仙
沼
市
岩
月
千
岩
田
三

百
十
六－

二

尾
形　

哲
夫

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

五
人

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
気
仙
沼

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ

て
、
船
び
き
網

令
和
三
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
波
路
上
後
原
七

十
六

芳
賀　

智
明

気
仙
沼
市
二
ノ
浜
百
七
十

八－

二

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

二
人

地
区
支
所

の
地
区
）

若
し
く
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
、

敷
網
を
使
用
し

て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
又

は
こ
れ
ら
を
併

せ
営
む
漁
業

小
松　

靖

に
規
定
す
る
漁

業

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
大
谷
本

吉
支
所
の

地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ

て
、
船
び
き
網

若
し
く
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
、

敷
網
を
使
用
し

て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
又

は
こ
れ
ら
を
併

せ
営
む
漁
業

令
和
三
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
本
吉
町
柳
沢
百

十
三－

一

三
浦　

徳
雄

気
仙
沼
市
本
吉
町
小
金
沢

八
十
四

千
葉　

隆

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

三
人

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

谷
川
支
所

の
地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ

て
、
船
び
き
網

若
し
く
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
、

敷
網
を
使
用
し

て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
又

は
こ
れ
ら
を
併

せ
営
む
漁
業

令
和
三
年
二
月

十
二
日

石
巻
市
泊
浜
泊
六
十
七

稲
荷
丸
漁
業
生
産
組
合

石
巻
市
泊
浜
釜
ノ
上
四－

一阿
部　

友
廣

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称
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指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

前
浜
漁
港

海
岸

前
浜
地
区

海
岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
カ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と

カ
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点�　

気
仙
沼
市
本
吉
町
前
浜
三
〇
五
番
一
地
先
に
設
置
し
た
四

級
基
準
点

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
一
六
八
度
〇
〇
分
九
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
三
一
八
度
〇
〇
分
二
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
二
九
度
〇
〇
分
二
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
五
四
度
〇
〇
分
三
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
五
五
度
〇
〇
分
四
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
六
七
度
〇
〇
分
三
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

へ
点
か
ら
一
五
二
度
〇
〇
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
一
八
四
度
〇
〇
分
一
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
一
五
〇
度
〇
〇
分
一
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
二
四
〇
度
〇
〇
分
二
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
二
四
二
度
〇
〇
分
一
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
二
四
四
度
〇
〇
分
三
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
二
二
九
度
〇
〇
分
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
二
一
六
度
〇
〇
分
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
気
仙
沼
市
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

前
浜
漁
港

海
岸

前
浜
地
区

海
岸

　

令
和
三
年
二
月
十
九
日
宮
城
県
告
示
第
百
五
号
に
よ
り
海
岸
保
全
区

域
と
し
て
指
定
し
た
気
仙
沼
市
本
吉
町
前
浜
地
内
の
前
浜
漁
港
海
岸
保

全
区
域
の
う
ち
前
浜
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
塩
竈
市
北
浜
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

塩
竈
市

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

塩
竈
市
役
所
内

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日雑

報

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
北
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
次
の
者
に
対
す
る
土
地

区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
処
分
通
知
は
、
送
付
を
受

け
る
べ
き
者
が
受
領
を
拒
ん
だ
の
で
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
書
の
送
付
に
代
え
て
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

石
巻
市
湊
北
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　

�

施
行
者　

石
巻
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

代
表
者　

石
巻
市
長　

亀　

山　
　
　

紘　
　
　

一　

送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

　

１　

氏
名　

登
記
名
義
人　

内
海　

園
子　

法
定
相
続
人　

内
海　

睦
弘

　
　
　

住
所　

福
島
県
郡
山
市
東
原
三
丁
目
二
百
九
十
一
番
地

　

２　

氏
名　

谷
田
部　

忠
義

　
　
　

住
所　

宮
城
県
石
巻
市
湊
町
一
丁
目
八
番
五
号

二　

通
知
の
内
容

　

�　

土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
北
地
区
被
災
市
街
地

復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
、
別
紙
明
細
書
及
び
換
地
図
の
と
お
り
換
地
処
分
し

ま
す
。

　
　

教
示

　

１�　

こ
の
通
知
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三

か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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２�　

こ
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
１
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
六
か
月
以
内
に
、
石
巻
市
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
、
石
巻
市
を
代
表
と
す
る
者
は
石
巻
市
長
と
な

り
ま
す
。）、
通
知
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

�　

な
お
、１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、通
知
の
取
消
し
の
訴
え
は
、そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

３�　

た
だ
し
、
１
及
び
２
の
期
間
が
経
過
す
る
前
に
、
こ
の
通
知
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
審
査
請
求

に
対
す
る
裁
決
）
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
や
通

知
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
　

�　

な
お
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
１
及
び
２
の
期
間
や
こ
の
通
知
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
）
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
後
で
あ
っ
て
も
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
や
通
知
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
別
紙
明
細
書
及
び
換
地
図
に
つ
い
て
は
掲
載
を
省
略
し
そ
れ
ら
を
宮
城
県
石
巻
市
大
街
道
西
一
丁
目
十
二

番
八
号
（
草
刈
ビ
ル
二
Ｆ
）
に
あ
る
石
巻
市
復
興
事
業
部
区
画
整
理
課
事
務
所
内
の
縦
覧
場
所
に
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
北
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
次
の
者
に
対
す
る
土
地

区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
換
地
の
使
用
収
益
開
始
日

の
通
知
は
、
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
受
領
を
拒
ん
だ
の
で
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知

書
の
送
付
に
代
え
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

�

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

石
巻
市
湊
北
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　

�

施
行
者　

石
巻
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

代
表
者　

石
巻
市
長　

亀　

山　
　
　

紘　
　
　

一　

送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

氏
名　

谷
田
部　

忠
義

　
　

住
所　

宮
城
県
石
巻
市
湊
町
一
丁
目
八
番
五
号

二　

通
知
の
内
容

　

�　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
付
け
石
区
画
二
第
五
百
六
十
六
号
〈
指
定
番
号
第
十
九
号
〉
で
指
定
し
ま
し
た
仮

換
地
（
街
区
番
号
九－

一
、
画
地
番
号
一
、
地
積
千
二
百
七
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
及
び
街
区
番
号
十
、
画
地
番
号
一
、

四
百
六
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
い
て
、
使
用
又
は
収
益
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
を
令
和
二
年
十
二
月
二

十
八
日
と
定
め
ま
し
た
。

　
　

教
示

　

１�　

こ
の
通
知
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三

か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

２�　

こ
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
１
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
六
か
月
以
内
に
、
石
巻
市
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
、
石
巻
市
を
代
表
と
す
る
者
は
石
巻
市
長
と
な

り
ま
す
。）、
通
知
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

�　

な
お
、１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、通
知
の
取
消
し
の
訴
え
は
、そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

３　

た
だ
し
、
１
及
び
２
の
期
間
が
経
過
す
る
前
に
、
こ
の
通
知
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
審
査
請
求

　
　

�

に
対
す
る
裁
決
）
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
や
通

知
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
　
　

な
お
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
１
及
び
２
の
期
間
や
こ
の
通
知
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

　
　

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
）
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
後
で
あ
っ
て
も
審
査
請
求
を

　
　

す
る
こ
と
や
通
知
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
十
五
年
号
外
第
一
八
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

四
四

段上

行
後
ろ
か

ら
五　

正

規
則

　
　
　
　
　
　
　

誤

条
例

〇
宮
城
県
公
報
令
和
二
年
号
外
第
一
一
号
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

三五六七

段上下下上

行一
〇

後
ろ
か

ら
五　

後
ろ
か

ら
四　

後
ろ
か

ら
七　三

正

第
四
十
三
号

第
十
四
号

み
や
ぎ
米
推
進
課
長

一
時
利
用
地

一
時
利
用
地

　
　
　
　
　
　
　

誤

第
四
十
二
号

第
十
三
号

み
や
ぎ
米
振
興
課
長

一
次
利
用
地

一
次
利
用
地


